
 

県有財産売却公告 

県有財産の売払いについて、次のとおり一般競争入札を行うので、地方自治法施行令（昭和

22 年政令第 16 号。以下「自治法令」という。）第 167 条の６の規定に基づき公告する。 

令和８年１月３０日 

和歌山県知事 宮 﨑  泉 

 

１ 一般競争入札により売り払う物件 

 次の物件を入札に付し、売り払う。 

  物件の名称 ：和歌山県漁業取締船「みさき」 

  進水年月日 ：平成１４年７月４日 

  船  質  ：軽合金 

  総トン数  ：３９トン 

  主要寸法  ：全長 23.91m、登録長さ 21.52m、登録幅 4.80m、登録深さ 2.47m 

  物件詳細  ：物件調書のとおり 

  予定価格  ：4,400,000 円(消費税及び地方消費税含む) 

  入札保証金 ：440,000 円 

  備考 予定価格とは、あらかじめ和歌山県が定めた最低売払い価格をいう。 

２ 一般競争入札に参加する者に必要な資格に関する事項 

  以下の各号のいずれにも該当しない者であること 

 (1)船舶法第 1 条の規定に基づく日本船舶として船舶を所有することができず、売払物件の

船舶の所有権移転登記ができない方 

(2)自治法令第 167 条の 4 第 1 項の規定に該当すると認められる方 

(3)自治法令第 167 条の 4 第 2 項の規定により一般競争入札への参加を排除されている方 

(4)自己又は自社の役員等（法人の役員、顧問、相談役及び総株主の議決権の 100 分の 5

以上を有する株主又は出資の総額の 100 分の 5 以上に出資している方（個人である方に

限る））又はその支店若しくは営業所等の代表者、その他経営に実質的に関与している

方が、次の各号のいずれかに該当する方又は将来にわたって該当しないことを確約でき

ない方 

 ア 和歌山県暴力団排除条例（平成 23 年和歌山県条例第 23 号。以下「暴力団排除条例」 

という。）第 2 条第 3 号に規定する暴力団員等（以下「暴力団員等」という。）であ

ると認められる方 

 イ 暴力団（暴力団排除条例第 2 条第 1 号に規定する暴力団をいう。以下同じ。）又は

暴力団員等が経営に実質的に関与していると認められる方 

 ウ 自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を与える目的 

 をもって、暴力団又は暴力団員等を利用するなどしていると認められる方 

 エ 暴力団若しくは暴力団員等に対して資金等を提供し、又は便宜を供与するなど直接

的若しくは積極的に暴力団の活動、維持運営に協力し、若しくは関与していると認め

られる方 

 オ 暴力団又は暴力団員等と社会的に非難されるべき関係を有していると認められる方 

 カ 暴力団又は暴力団員等であることを知りながら不当に利用するなどしていると認め

られる方 

３ 一般競争入札の参加申込み等に関する事項 

参加の申込み手続きは、所定の申込書へ必要書類を添付し、和歌山県水産局資源管理課

へ書留郵便又は持参にて申し込むものとする。参加申込受付は令和８年１月３０日（金）

から令和８年２月１３日（金）までの和歌山県の休日を定める条例（平成元年和歌山県条

例第 39 号）第１条に定める県の休日(以下「県の休日」という。）を除く日の午前９時か



 
ら午後５時とし、令和８年２月１３日（金）午後５時までに必着であるものを有効とする。 

なお、参加申込書類受付後、資格審査を経て、県から発行する納入通知書により、県が

定めた金額の入札保証金を入札書提出までに納付しなければならない。 

４ 契約条項を示す場所及び期間 

(1)場所 

   和歌山県和歌山市小松原通一丁目１番地 和歌山県水産局資源管理課 

及び次のインターネット上のホームページ 

    https://www.pref.wakayama.lg.jp/prefg/071500/shigen.html 

(2)期間 

令和８年１月３０日（金）から令和８年２月１３日（金）まで 

県の休日を除く日の午前９時から午後５時までとする。 

５ 入札説明書を交付する場所及び期間 

４の⑴及び⑵に同じ。 

６ 現地説明を行う場所及び日時 

(1)日時 

令和８年２月６日（金）午後２時から 

(2)場所 

和歌山県田辺市江川４２番２９号 和歌山県漁業取締船桟橋 

(3)申込 

説明会に参加するには、令和８年２月５日（木）午後５時までに、次の電子メールアド

レスに、氏名（法人にあっては法人名及び担当者名）、参加人数、連絡先を記入のうえ、

申込みを行うこと。なお、説明会への参加申込みがない場合は、現地説明会を行わない。 

【説明会参加申込連絡先】和歌山県水産局資源管理課：e0715001@pref.wakayama.lg.jp 

７ 一般競争入札等の期間及び場所 

(1)入札期間 

  令和８年２月２０日(金)午前９時から令和８年２月２７日（金）午後５時【必着】 

(2)場所 

  和歌山県和歌山市小松原通一丁目１番地 和歌山県水産局資源管理課 

(3)開札日時 

  令和８年３月２日（月）午前１０時から 

 (4)開札場所 

  和歌山県和歌山市小松原通一丁目１番地 和歌山県庁東別館５階 農林水産部会議室 

８ 入札の方法 

(1)期間入札 

(2)一般書留又は書留郵便若しくは持参にて入札書を提出する。 

９ 入札保証金に関する事項 

(1)入札に参加しようとする者は、県が定めた入札保証金を指定された納付方法（県が発行す

る納入通知書）により納付しなければならない。 

(2)落札者が納付した入札保証金は、本人の申出により契約保証金に充当することができる。 

(3)入札保証金は、落札者のものを除き、入札終了後還付する。落札者には、落札者が契約を

締結しない場合又は落札者の申請により契約保証金に充当する場合を除き、契約締結後に

還付する。 

(4)落札者が次項の契約締結期限までに契約を締結できなかった場合は、入札保証金は和歌山

県に帰属する。 

10 落札者の決定の方法 

入札期間終了後、和歌山県は開札を行い、入札価格が予定価格（最低落札価格）以上で、かつ、

最高価格である入札者を落札者として決定する。ただし、入札価格が最高価格である入札者が複



 
数ある場合は、くじで落札者を決定する。 

11 契約及び契約保証金に関する事項 

落札者は、落札後契約に必要な書類を和歌山県に提出し、令和８年３月９日（月）午後 5 

時までに契約を締結するとともに、契約保証金を納付しなければならない。 

なお、当該契約保証金は売払代金に充当することができる。 

12 売払代金の納入 

契約を締結した者は、当該契約締結日の翌日から起算して１５日以内に県が交付する納入

通知書により、当該契約に係る売払代金を県の収納機関に納付しなければならない。 

なお、契約保証金を売払代金に充当する場合は、その充当額を売払代金から差し引くもの 

とする。 

13 入札の無効 

本公告に示した競争入札参加資格のない者及び競争入札参加資格の確認について虚偽の申請を行

った者のした入札は、無効とする。 

14 その他 

(1)本入札公告に記載のない事項については、入札説明書のとおりとする。 

(2)入札及び契約に関する事務又は物件調書の内容に関することを担当する部局の名称、所在

地及び連絡先 

名 称 和歌山県水産局資源管理課 

所在地 〒640-8585 和歌山市小松原通一丁目１番地 

連絡先 TEL 073-441-3013 

FAX 073-432-4124 

MAIL e0715001@pref.wakayama.lg.jp 

(3)契約書作成の要否 

  要 


